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申立人・候補者 

面談 

調査 

親族への照会

鑑定 

【一例】

 成年後見人選任の流れ  

 

☝ 後見人を選ぶには、３ヶ月位かかります。 

 

 

 

 

☝ 申立費用は、１２万円位かかります。 

                       ※ ＋ 鑑定費用が５万円程度かかることがあります。 

  実費： ２万円位       6,600 円（申立手数料 800 円，後見登記手数料 2,600 円，郵券 3,200 円） 
                                5,000 円（診断書） 1,800 円（戸籍等） 1,900 円（郵送費等） 

                                        2,500 円（不動産謄本 ex5 通） 2,200 円（後見登記事項証明書 ex5 通） 

                             

  報酬：１０万円位  ・裁判所提出書類（申立書、財産目録、収支目録）作成 

              ・裁判所面談同行 ・後見登記事項証明書取得 

☝ 必要書類（別紙） 

☝ 申立の流れ 

    ① 申立人･本人との面談 

       後見制度・注意点の説明 

       必要書類のご案内 

                

準備  ② 必要書類を受領 

   

    ③ 裁判所提出書類の作成 

 

    ④ 家庭裁判所予約 

 

申立  ⑤ 家庭裁判所での面談 

 

審判  ⑥ 審判書謄本が申立人に届く 

確定 

登記  ⑦ 後見登記事項証明書を取得 

申

立 

審

判

確

定

登

記 

準

備 

１ヶ月 １ヶ月～２ヶ月 ２週間 １０日 

 

◆ 候補者の方が必ず選ばれるとは 

  限りません！（財産が多い・複雑、 

  候補者が年輩の場合など） 

 

◆ 申立後に、候補者が選ばれない 

  ことを理由に申立を取り下げること 

  はできません！ 

 

◆ 申立のきっかけとなった不動産 

  売却や遺産分割協議が終わっても、 

  基本的に後見人をやめることは 

  できません！ 
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後見等開始申立に必要な書類 

 

 

 
必要書類 詳細 取寄先 

 

１ 医師の診断書、診断書付票 主治医に記入してもらって下さい。

（裁判所所定の用紙） 

主治医 □

2 本人の財産関係の書類 詳細は別紙をご覧下さい。  □

3 本人の収支・支出がわかる

書類 

詳細は別紙をご覧下さい。  □

4 本人の福祉関係の手帳 

※ 該当の書類がある場合 

介護保険証 

愛の手帳（療育手帳） 

精神障害者保健福祉手帳 

身体障害者手帳 などのコピー 

 □

5 親族の同意書 本人の推定相続人全員に記入しても

らって下さい。（裁判所所定の用紙）

※貰えない場合はご相談下さい。 

推定相続人 □

6 親族関係図 推定相続人を記入して下さい。 

（裁判所所定の用紙） 

 □

7 

 

申立事情説明書 本人の様子を申立人が記入して下さ

い。（裁判所所定の用紙） 

 □

8 

 

候補者事情説明書 候補者が自分のことについて記入し

て下さい。（裁判所所定の用紙） 

 □

9 戸籍関係 

※ 共通するものは１通で 

 結構です。 

※ 申立日から３ヶ月以内の 

  ものが必要です。 

※ 取得が難しい場合、 

 当事務所で取得することも 

 できます。 

本人の戸籍謄本（現在のもの） 

 

本籍地の 

市区町村役場 

□

本人の住民票（本籍地入りのもの）

 

住所地の 

市区町村役場 

□

候補者の戸籍謄本（現在のもの） 

 

本籍地の 

市区町村役場 

□

候補者の住民票（本籍地入りのもの）

 

住所地の 

市区町村役場 

□

10 本人の「登記されていない

ことの証明書」 

申立人から委任状をいただき、 

当事務所で取得します。 

東京法務局 

後見登録課 

□

11 申立人･候補者の身分証 

コピー 

  □

12 委任状 申立人より 10 の委任状と申立書類

作成の委任状をいただきます。 

 □
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本人の財産関係・収入支出に関する書類について 
 

  家庭裁判所に提出する「財産目録」「収支状況報告書」を作成するために   

 必要となる書類です。該当するものにつき、できる範囲でご準備下さい。 

 

本人の財産関係の書類 

 

 
必要書類 詳細 

 

(1)不動産 固定資産税納税通知書また

は評価証明書 

所有する不動産の所在がわかるもの。 

不動産謄本・権利証コピーでも可。 

□ 

(2)預貯金 預貯金通帳 直近に記帳して下さい。 

過去１年分位の取引がわかるもの（通

帳が繰越していたら、繰越前のものも

必要。）（難しければ直近２ヶ月分。） 

取扱店、口座番号がわかるように表紙

の裏表も必要。総合口座の場合、定期

預金のページも必要。 

□ 

定期預貯金の証書 裏表両方必要。 □ 

定期積金の証書 裏表両方必要。 □ 

(3)有価証券 

 

株式、投資信託についての

書類 

証券会社から郵送される取引状況の 

わかる書類（報告書・通知書等）。 

 

□ 

ＪＡ、信用金庫等の出資金 出資証券または金融機関から郵送され

る取引状況のわかる書類。 

□ 

国債、地方債、政府債 金融機関の国債等保護預り管理通帳、

証券等。金額がわかる書類。 

□ 

(4)保険・ 

共済 

保険、共済証書 

 

本人が契約者または受取人になって 

いる生命・建物・傷害保険等の証書の

裏表。金額・当事者がわかる書類。 

□ 

(5)車両 

 

車検証、保険証書等 自動車、バイク、農機具等を所有して

いる場合に機種がわかる書類。 

□ 

(6)負債 

 

借入金契約書、保証書、 

返済計画一覧表等 

本人が債務者・保証人・連帯保証人に

なっている負債について、その具体的

な内容がわかる書類。 

□ 
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本人の収入・支出がわかる書類 

 

 

 
必要書類 詳細 

 

(1)収入 

 

年金振込通知書または 

年金証書 

老齢年金・障害者年金等を受け取っている

場合。受取額がわかる年金事務所等から 

送られてくる書類。 

□

恩給 受取額がわかる書類。 □

確定申告書 確定申告をおこなっている場合。 □

給与明細書または 

源泉証明書 

給与所得がある場合、金額がわかる書類。 

 

 

□

賃貸契約書 賃貸収入がある場合、金額がわかる書類。

（貸家・アパート・駐車場・電柱敷地 

使用料等） 

□

配当金支払明細書 株式等を所有していて配当がある場合、 

金額がわかる書類。 

□

その他収入の明細書 

 

上記以外の収入がある場合、金額がわかる

書類。 

□

(2)支出 

 

施設利用料 

 

施設入居の場合、金額の明細がわかる 

領収書。 

直近２ヶ月分必要。 

□

医療費 

 

病院の領収書。 

直近２ヶ月分必要。 

□

介護サービス利用料 デイサービス・介護用品等の利用がある 

場合、金額がわかる領収書。 

直近２ヶ月分必要。 

□

税金・社会保険料の 

納付通知書 

固定資産税・医療保険・介護保険料・ 

住民税・所得税等の金額がわかる書類 

（納税通知書等）。 

最新年度の分。 

□

その他支出の明細書 上記以外の支出がある場合、金額のわかる

書類。 

□


